
東播都市計画ごみ焼却場の変更 
並びに東播都市計画ごみ処理場の変更 

（案） 

閲覧図書 

 

 

 

 

 

 

 

縦覧期間：令和８年６月１５日（月）から令和８年６月２９日（月）まで 

（執務時間内） 



縦覧・意見の募集 
 

   東播都市計画ごみ焼却場の変更（案）並びに東播都市計画ご 

み処理場の変更（案） 
 
１ 趣旨 

１９９８(平成１０)年に供用開始した三木市清掃センターには焼却炉と粗大ごみ処

理施設及び最終処分場がありますが、そのうち焼却炉と粗大ごみ処理施設については

老朽化が進んでおり、新たに用地を取得して施設の更新を行う予定です。 
一方で、建築基準法第５１条の規定により、都市計画を決定しているものでなけれ

ば都市計画区域内にごみ処理施設を整備することができないため、次期ごみ処理施設

整備に係る都市計画区域の変更案を作成しました。 
ついては、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第１７条第１項の規定により、次の都市計画の変更に係る都市計画の案を、

次のとおり縦覧に供します。 
なお、三木市の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、この案について

三木市長に意見書を提出することができます。 
 

２ 期間 
令和８年６月１５日（月）から令和８年６月２９日（月）まで 

 
３ 閲覧場所 
・三木市役所２階 市民生活部 環境政策課 
・市ホームページ 

 
４ 意見を提出できる者 

三木市の住民及び本事案に利害関係を有するもの 
 
５ 意見の提出方法 
  意見提出用紙に必要事項及びご意見、ご提案等を記載のうえ、次のいずれかの方法

で提出してください。 

(1) 持参 

三木市上の丸町１０番３０号 

三木市役所２階 市民生活部 環境政策課窓口 

  受付時間／午前８：３０～１２：００ 午後１：００～５：００ 

      但し、土、日、祝日は除く 

(2) 郵送 

 〒６７３－０４９２ 「三木市役所 市民生活部 環境政策課宛て」 

 （市役所住所は不要です） 



 令和８年６月２９日（月）必着 

 

(3) ファクシミリ 

 ０７９４－８２－９７９２ 

 

(4) 電子メール 

 kankyoseisaku@city.miki.lg.jp  

 

※個人情報については、本市個人情報保護条例に基づき、他の目的には使用しな 

いなど、厳重に取り扱うとともに、公表はいたしません。 

 

６ その他 
提出いただきましたご意見は「東播都市計画ごみ焼却場の変更（案）並びに東播都

市計画ごみ処理場の変更（案）」を作成する際に考慮させていただくとともに、募集

期間の終了後、市の見解とともにホームページ等により一定期間公表（氏名等は非公

開）いたします。なお、提出されたご意見に対して、個々の回答はいたしませんので

ご了承ください。 
 

７ 問い合わせ先 
 市民生活部 環境政策課 
 電 話 番 号 ０７９４－８２－２０００（内線２３８４） 
 ＦＡＸ番号 ０７９４－８２－９７９２ 
 

mailto:kankyoseisaku@city.miki.lg.jp


 

計  画  書 

 

 

東播都市計画ごみ焼却場 (一般廃棄物処理施設)の変更 

（三木市決定） 

 

 

 

都市計画ごみ焼却場中２号三木市立塵芥焼却場を２号三木市立ごみ処理場に名称を

改め、次のように変更する。 

名 称 
位 置 面積 備考 

番 号 ごみ焼却場名 

2 三木市立ごみ処理場 
三木市加佐 

字八家王山 
約 66,000 ㎡ 焼却施設(70ｔ/日) 

 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

理    由 

 

別添理由書のとおり 

 

 

 

  



 

理  由  書 

 

本市では、環境負荷の少ない循環型社会を目指し、三木市一般廃棄物処理計画に

おいて、適正なごみ処理体制の継続を策定している。 

今回、２号三木市立塵芥焼却場の老朽化に伴い建替を実施するにあたり、関連施

設等の配置を検討したところ、都市計画ごみ焼却場の区域を一部変更するとともに、

名称を変更するものである。 

 

  



 

変 更 前 後 対 照 表 

 

 

 

変

更 

名    称 

位  置 面  積 備  考 

番号 ごみ焼却場名 

変

更

前 

２ 三木市立塵芥焼却場 
三木市加佐 

字八家王山1199番地 

約 3.5ha  

変

更

後 

２ 三木市立ごみ処理場 

三木市加佐 

字八家王山 
約 66,000 ㎡ 焼却施設(70ｔ/日) 



 

  総括図 



 

 

 

 

 

 
総括図 



 

計  画  書 

 

 

東播都市計画ごみ処理場(一般廃棄物処理施設)の変更 

（三木市決定） 

 

 

 

都市計画ごみ処理場(一般廃棄物処理施設)を次のように追加する。 

名 称 
位 置 面積 備考 

番 号 ごみ処理場名 

2 三木市立ごみ処理場 
三木市加佐 

字八家王山 
約 66,000 ㎡ 

メタン発酵施設(35ｔ/日) 

リサイクル施設(19ｔ/日) 

 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

理    由 

 

別添理由書のとおり 

 

 

 

  



 

理  由  書 

 

本市では、環境負荷の少ない循環型社会を目指し、三木市一般廃棄物処理計画に

おいて、適正なごみ処理体制の継続を策定している。 

今回、２号三木市立塵芥焼却場の老朽化に伴い建替を実施するにあたり、関連施

設等の配置を検討したところ、都市計画ごみ処理場を追加するものである。 

 

  



 

 

  総括図 



 



 

都市計画決定に必要な資料チェックシート（ごみ焼却場・ごみ処理場） R8.4

備　考 チェック 指示事項

○縦覧図書

○ 計画書、理由書、変更前後対照表 理由書は別紙にまとめる
○

○ 都市計画総括図（1/10,000） 用途地域が入ったもの
○

○  計画図(1/2,500)
○

○ 配置計画図(1/500,1/1000)　 区域取りを表示する（変更後：赤線、変更前：黄線）
○

○参考図書（縦覧図書と別綴）

○ 区域説明図 測点の位置を図示すると共に測点の位置を説明する表を添付
○

○ 丈量図 施設面積の算出根拠
○

○ 地番図または区域図 法務局の字限図をもとに１枚の図面を作成。（字界が分かる図面）
○

－ 建ぺい率図
－

－ 法規制図 関係行政機関と調整が必要な法規制区域を図示
－

○手続き関係文書・資料

○ 案の申し出文書（県決定）、事前協議文書（市町決定） 都市計画決定の手続きp34,55
○

○ 説明会、公聴会実施状況報告書、議事録、広報 都市計画決定手続きに係る要綱・同運用（別紙様式）
○

○ 説明会および公聴会における意見及びこれに対する市〔町〕の考え方 都市計画決定手続きに係る要綱・同運用（別紙様式）
○

○ 決定（変更）しようとする土地の区域一覧 地名の読み仮名、区域の字を確認できる図面等を添付
○

○ 案縦覧名簿、意見書、市都計審議案書、議事録等 その都度、必要に応じて
未

○都市計画決定（変更）の必要性を説明する資料

－ 広域の見地から調整が図られているか(広域行政事務組合のため特に添付しない。） 県の広域施策、関係市町との調整
－

○ 県が定め、もしくは定めようとしている都市計画と適合しているか（都市マスと整合） 都市マス及び関連都市計画
○

○  都計（変更）を行う正当な理由
変更を行う理由が詳しくわかるような資料（理由書に記載している

内容、表に出せない理由の両方）
○

○ 上位計画（都市計画（区域・市町）マスタープラン、市町の総合計画等）での位置づけ 上位計画との整合性を確認できる資料
○

①兵庫県ごみ処理広域化計画、②兵庫県廃棄物処理計画、③一般廃棄物処理基本計画書、④循環型
社会形成推進基本計画、⑤循環型社会形成推進地域計画、⑥施設整備計画（事業計画）等 （県で上位計画追加）

○ スケジュール（都市計画及び事業化の見込み） 事業手法、事業化の予定時期、大まかなスケジュール等
○

○ 市町における都市計画決定状況、決定経緯（変更の場合）
当初決定から当該公園にかかる全ての変更の概要（告示日、変
更内容等）を整理しておく

○

－ 都市計画決定区分の根拠（一般廃棄物処理施設は全て市決定の為、特に添付せず） 決定区分根拠のとなる資料
－

○ごみ処理施設の位置、区域を説明する資料 変更の場合、現決定内容からの変更内容を整理

○ 市町における施設概要（現況と計画）
○

○ 位置、区域決定根拠資料（図等）
○

○ 地元対応経過表（事業者の動き、地元要望・意見、事業者対応内容、案の内容）
○

○ 廃棄物処理法設置届出の写し（生活環境影響調査書含む）
未

○関係機関との協議状況を説明する資料
対象となる管理者との協議状況がわかる資料（協議文書の写し、
議事録等）を添付

○
環境部局 （「協議済」となっているが数量未確定であれば「下協議で概ね了解を得た」とすべき 以下
同）

△

○ 道路管理者 関連道路の管理者
〇

○ 農政部局（農振地域、保安林） 協議先：市町農政部局、対象：市街化調整区域、非線引き区域
△

○ 教育委員会（文化財）　他 協議先：市町教委、追加区域がある場合全て対象
○

○ その他関連施設管理者（河川管理者、鉄道事業者等）
〇

○ 砂防関係（砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域）
－

○地元説明の状況を説明する資料

○ 地元説明会の議事録等（都計説明会以外） 説明会開催案内広報、議事録等
○

○ その他関係者（地権者、議会、関係団体、まち協）等への説明結果 　　〃
○

○その他

－ 同時決定の都市計画、関連事業等の資料
－

○ 現場写真
○

（参考）

資　　料　　名

・東播都市計画　ごみ焼却場・ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）の変更（三木市決定）

（法定）



 

変更する土地の区域 
 

 

都市計画ごみ焼却場 ２号三木市立ごみ処理場 

都市計画ごみ処理場 ２号三木市立ごみ処理場 

 

（変更する区域） 

加佐
かさ

字八家
やが

王 山
おやま

 

 



 

 

  



○都市計画決定（変更）の必要性を説明する資料 

 

■県が定め、もしくは定めようとしている都市計画と適合しているか（都市マ

スと整合） 
 

●三木市都市計画マスタープラン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 31 年 3月施策 

●東播磨地域都市計画区域マスタープラン 

 

 
 

※令和 3年 3 月施策 

 

  



 

■都計（変更）を行う正当な理由 
  

平成 10 年に供用を開始した、既存の三木市立塵芥焼却場は適切な維持管理を行ってい

るものの、老朽化※1 が進行しているため、新たなごみ処理施設の整備が急務となってい

ます。 

さらに、令和 5年 6月閣議決定された廃棄物処理施設整備計画では、今後の廃棄物処理

施設整備について、持続可能な適正処理に向けた安定的・効率的な施設整備等、資源循環

の強化、脱炭素化の推進等が求められていることから、三木市では、これらに資する新た

なごみ処理施設を整備する予定としています。 

以上のような計画的かつ社会的背景を踏まえ、既存の三木市立塵芥焼却場の敷地のみで

は新たなごみ処理施設の整備に必要な面積を確保できないことから、既存の三木市立塵芥

焼却場の区域を拡張します。このため、都市計画変更を行うものです。 

 

※1：ごみ処理施設は稼働後 10年から 15 年の時点で大規模改修を行うことで一般的に

30 年間使用できる(出典：平成 28年３月総務省一般廃棄物処理施設の整備・維持管理に関

する行政評価・監視結果に基づく勧告)と言われています。三木市においても 2028(令和

10)年まで使用するために稼働開始から 15 年が経過した 2013(平成 25)年から 5 か年かけ

て大規模改修を行い、現在に至ります。 

 

  



■上位・関連計画（都市計画（区域・市町）マスタープラン、市町の総合計画

等）での位置づけ 
 

  

●東播磨地域都市計画区域マスタープラン（再掲） 

 

 
 

※令和 3年 3 月施策 

 

●三木市総合計画（改訂版） 

 

 
 

※令和 7 年度 3月改定 

  



 ●三木市都市計画マスタープラン（再掲） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 31 年 3月施策 

  



●兵庫県資源循環推進計画（令和 6年 1月 概要版 抜粋） 

 
 

●兵庫県廃棄物処理計画（平成 30年 8月 概要版 抜粋） 

 



 
  



●三木市一般廃棄物（ごみ・生活排水）処理基本計画（中間見直し）（令和 6年 12 月） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
  



●三木市循環型社会形成推進地域計画（令和６年 11 月 20 日変更） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



●三木市次期ごみ処理施設整備基本設計（令和 5年 3 月） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



■スケジュール（都市計画及び事業化の見込み） 

 

都市計画変更に係るスケジュール 開催内容 

①令和 8年 3 月 ・住民説明会 

②令和 8年 5 月 ・知事協議 

③令和 8年 6 月 ・原案の縦覧 

④令和 8年 8 月 ・供用開始予定   

⑤令和 8年 9 月 ・決定告示・永久縦覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■市町における都市計画決定状況、決定経緯（変更の場合） 

 

都市計画決定の経緯 内容 

①昭和 47 年 3月 ・「三木市立塵芥焼却場」の都市計画決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○ごみ処理施設の位置、区域を説明する資料 

 

■市町における施設概要（現況と計画） 

●現況の三木市立塵芥焼却場の施設概要 
 

三木市立塵芥焼却場の施設概要概要 

施設名 所在地 対象物 
形式等（上段） 

処理能力等（下段） 
供用年月 

三木市清掃センター 

ごみ焼却施設 

三木市加佐

字八家王山

1199 番地 

可燃ごみ 

可燃物 

し渣 

・脱水汚泥 

准連続燃焼式焼却炉 

（流動床式焼却炉） 
平成 10 年 4 月 

処理能力：117ｔ/日 

（39ｔ/16ｈ×3 炉） 

 

●計画 

施設において処理する廃棄物の種類 

施設名 処理する廃棄物の種類 

①エネルギー回収型 

 廃棄物処理施設 

メタン発酵施設 ・可燃ごみ（発酵適物） 

焼却施設 
・可燃ごみ（発酵不適物） 

・可燃性残渣 

②マテリアルリサイクル推進施設 

・あらごみ 

・金属・鉄類 

・ペットボトル・紙パック 

 

施設の処理能力 

施設名 処理能力 

①エネルギー回収型 

 廃棄物処理施設 

メタン発酵施設 35ｔ/日（1 基） 

焼却施設 70ｔ/日（1 炉） 

②マテリアルリサイクル推進施設 19ｔ/日 

 

施設の処理方式 

施設名 処理方式 

①エネルギー回収型廃棄物処理施設 

ハイブリット方式（メタン発酵施設＋焼却施

設） 

メタン発酵施設：乾式メタン発酵方式 

焼却施設：ストーカー方式または流動床方式 

②マテリアルリサイクル推進施設 
破砕・選別設備 

再生設備（金属圧縮、ペットボトル圧縮） 

  



■位置、区域決定根拠資料（図等） 
本施設の黄色の境界線の東側は既決定のごみ焼却場である。計画ではこれを黄色の境界線

の西側に拡張するとともに、必要な調整池を確保する。新規の調整池は洪水調整池とこの

南側を含む山からの水を調整する機能を持たせ、管理することとしているため洪水調整池

の南側（同一地番（地番図等に記載））を含めた区域を拡大することとしている 

 

 
 



○関係機関との協議状況を説明する資料 

■（教育委員会（文化財）） 

 



 

 

 

 



 

 

 



■その他関連施設管理者（河川管理者、鉄道事業者等） 

 

■三木市情報マップ（防災マップ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象地（ハザード無し） 



○地元説明の状況を説明する資料 

■地元説明会の議事録等（都計説明会以外） 

●地元説明（加佐地区） 

年月日 対象 協議・説明内容 

H30. 7. 5 役員、地元対策委員会 加佐地区において現施設を更新することについて 

H30. 9. 1 地元説明会 加佐地区において現施設を更新することについて 

H30.12.17 役員、地元対策委員会 今後の協議の進め方 

主な意見 

・これまでの施設運営に対する不満 

H31. 3.29 役員、地元対策委員会 協議①（施設概要・スケジュール・環境整備事業） 

H31. 4.25 役員、地元対策委員会 協議②（施設概要・スケジュール・環境整備事業） 

R1. 7.10 役員、地元対策委員会 協議③（施設概要・スケジュール・環境整備事業） 

R1. 9.18 役員、地元対策委員会 協議④（施設概要・スケジュール・環境整備事業） 

R1.12.19 役員、地元対策委員会 協議⑤（施設概要・スケジュール・環境整備事業） 

R2. 1.31 役員、地元対策委員会 協議⑥（施設概要・スケジュール・環境整備事業） 

R2. 2.14 役員、地元対策委員会 協議⑦（施設概要・スケジュール・環境整備事業） 

R2. 5.11 役員、地元対策委員会 協議⑧（施設概要・スケジュール・環境整備事業） 

R2. 6.17 役員、地元対策委員会 協議⑨（施設概要・スケジュール・環境整備事業） 

R2. 8. 5 役員、地元対策委員会 協議⑩（施設概要・スケジュール・環境整備事業） 

R2.10. 8 役員、地元対策委員会 協議⑪（施設概要・スケジュール・環境整備事業） 

R3. 2. 5 役員、地元対策委員会 協議⑫（スケジュール・環境整備事業・協定書案） 

R3. 3.23 役員、地元対策委員会 協議⑬（スケジュール・環境整備事業・協定書案） 

R4. 3.24 役員、地元対策委員会 基本計画（R3策定）について説明 

R4. 7.28 役員、地元対策委員会 生活環境影響調査の実施について 

R4. 8.23 地元説明会 生活環境影響調査の実施について 

主な意見 

・調査地点の追加要望 

・測定項目の追加要望 

R5. 3.30 役員、地元対策委員会 協議⑭（環境整備事業・協定書案） 

R5. 7.14 役員、地元対策委員会 協議⑮（環境整備事業・協定書案） 

R5.10.26 役員、地元対策委員会 生活環境影響調査の結果について 

R6. 8. 7 役員、地元対策委員会 協議⑯（環境整備事業・協定書案） 

R7. 1.22 役員、地元対策委員会 協議⑰（環境整備事業・協定書案） 

R7. 5.15 役員、地元対策委員会 協議⑱（環境整備事業・協定書案） 

R7. 8.12 役員、地元対策委員会 協議⑲（環境整備事業・協定書案） 

R7. 8.18 役員、地元対策委員会 協議⑳（環境整備事業・協定書案） 

R7. 8.28 役員、地元対策委員会 協定の締結 

 



●地元説明（大村地区） 

年月日 対象 協議・説明内容 

R5. 1.11 大村地区（区長） 施設整備の概要と環境整備事業について 

R5. 1.25 大村地区（役員） 協議①（施設概要・環境整備事業） 

R5. 2.18 大村地区（役員） 協議②（施設概要・環境整備事業） 

R5. 3.19 大村地区（役員） 協議③（施設概要・環境整備事業） 

R5. 5.10 大村地区（役員） 協議④（施設概要・環境整備事業） 

R5. 8. 7 大村地区（役員） 協議⑤（環境整備事業・協定書案） 

R5.11. 2 大村地区（役員） 協議⑥（環境整備事業・協定書案） 

R7. 1.31 大村地区（役員） 協議⑦（環境整備事業・協定書案） 

R7. 9. 4 大村地区（役員） 協定の締結 

 

  



■その他関係者（地権者、議会、関係団体、まち協）等への説明結果 

 以下に、説明を行った日時と協議内容をまとめる。 

 

●市議会 

年月日 対象 協議・説明内容 

H30. 6.13～15 会派説明 加佐地区において現施設を更新することを説明、同意 

H30. 8.20 常任委員会 加佐地区において現施設を更新することを説明、同意 

R4. 3.22 常任委員会 基本計画の説明、同意 

R5. 6.21 常任委員会 基本設計の説明、同意 

R6. 6.19 常任委員会 事業費縮減に関する検討結果の報告、同意 

R7. 2. 6 議員総会 再度、整備方針について報告、同意 

R7.11.11 常任委員会 用地取得完了の報告、同意 

R7.11.14～15 会派説明 地元協議完了の報告、同意 

 

 

●隣接事業者（株式会社神菱） 
年月日 協議・説明内容 

R7.11.14 事業概要説明 
R7.12.10 境界立会 
R7.12.11 事業概要及び境界について同意 

 
 

●隣接市 
年月日 相手方 協議・説明内容 

R7.12.18 小野市地域振興部まちづくり課 三木市都市計画変更の概要について申し出 
 

 



関係行政機関等協議一覧表 

 

年 月 日 協 議 先 協議の概要 

令和 7 年 12 月 8日 兵庫県環境部環境整備課 変更内容について説明し、基本的な

了解を得た。 

令和 8 年 2 月 13 日 北播磨県民局環境課 変更内容について協議し、基本的な

了解を得た。 

一般廃棄物処理施設の設置届け出に

ついては、設計の完了次第提出予定。 

令和 7 年 8 月 1日 北播磨県民局加東農林振興事務

所 

変更内容について説明した。 

詳細についての協議は、現在実施中

の調整池協議（加東土木事務所）が完了

次第、林地開発協議とともに実施予定。 

令和 7 年 12 月 9日 三木市都市整備部道路河川課 変更内容について説明し、令和 7 年

12 月 9 日に特に意見なしの回答を得

た。 

令和 7 年 7 月 1日 三木市教育委員会 変更内容について協議し、令和 7 年 7

月 1 日付三環政第９４号にて異議なし

の回答を得た。 

 

 



１．原案縦覧資料の作成 

地元説明会を開催するにあたり、幅広く意見聴取を行うため、HP や市役所・支所等で原案

縦覧を行った。縦覧した資料は以下の通りである。 
 

■東播都市計画ごみ焼却場 (一般廃棄物処理施設) 

都市計画決定（変更図書） 備考 

計画書 理由書含む 

変更前後対照表  

総括図 1/25,000 

計画図 1/2,500 

■東播都市計画ごみ処理場 (一般廃棄物処理施設) 

都市計画決定（変更図書） 備考 

計画書 理由書含む 

総括図 1/25,000 

計画図 1/2,500 

（参考）配置計画図 

 

閲覧場所 

・市役所 2 階環境政策課 

・市役所 3 階情報公開コーナー 

・吉川支所 

・各市立公民館及び三木南交流センター 

・三木市ホームページ 

 

２．地元説明会の実施 

都市計画決定（変更）の内容を説明する地元説明会を令和 8 年 3 月 10 日に行った。参加は

0 人であった。 
■地元説明会の概要 

日時 令和 8年 3月 10 日 13：00～14：00 

場所 三木市役所 入札室 

参加者 0 人 

主な意見 なし 

 

 

地元説明会 準備状況 
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（付属施設含む)
ごみ処理施設

調整池

管理用通路

水路（排水施設)

法面（造成緑地)

植栽（造成緑地)

ペットボトル処理棟

紙パック・古紙ヤード

金属類・自転車ヤード

蛍光灯・乾電池ヤード

焼却施設

車庫棟
リサイクル施設

玄関棟

計量棟

駐車場

洗車棟

メタン発酵
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既設洪水調整池

S=1:1,000配置計画図


